
長浜観音倶楽部 会則 

 

（名称） 

第１条 本会の名称は「長浜観音倶楽部」（以下「観音倶楽部」という。）とする。 

（目的） 

第２条 観音倶楽部は、滋賀県長浜市の観音文化を応援し、情報の発信や関係事業を支援することによ

って、観音文化の保存・伝承に寄与することを目的とする。 

（運営） 

第 3 条 観音倶楽部事務局は、観音の里・祈りとくらしの文化伝承会議事務局（滋賀県長浜市産業観光

部文化観光課歴史まちづくり室内、以下「事務局」という。）内に設置し、管理・運営を行う。 

（会員） 

第４条 この会則において、観音倶楽部の会員（以下「会員」という。）とは、次の各号のいずれにも該

当する者をいう。 

（１）観音倶楽部の目的に賛同する個人であること。 

（２）本会則を承諾し、入会を承認された者であること。 

（３）18 歳未満の場合は、保護者の同意を得た者であること。 

（入会） 

第５条 観音倶楽部への入会を希望する者は、事務局に入会申込書（別紙様式１）を提出するとともに、

別途定める入会費、年会費を事務局に納めるものとする。 

（有効期間） 

第６条 有効期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。ただし、令和 3 年度については、会

員として承認された日から令和 4 年 3 月 31 日までとする。 

（入会費） 

第７条 入会金は 1,000 円（税込）とする。ただし、納められた入会金は理由の如何を問わず返還しない

ものとする。なお、入金にかかる振込手数料は、入会を希望する者の負担とする。 

（年会費） 

第８条 年会費は、令和 3 年度を 1,000 円（税込）とし、令和 4 年度以降は 1,500 円（税込）とする。た

だし、納められた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとする。なお、入金にかかる振込手数料

は、入会を希望する者の負担とする。 

（継続） 

第９条 有効期間の１カ月後までに、次回分の年会費の支払いをもって継続とする。 

（会員特典） 

第１０条 会員は、別に定める特典を受けることができる。ただし、事務局は会員特典およびサービスの

内容を変更することができ、会員はあらかじめこれを承諾するものとする。 

（会員証等） 

第１１条 事務局は会員に対し、会員証を発行する。 

２ 会員証は、会員本人のみが利用できるものとし、会員証を他人に譲渡、貸与または担保提供等するこ

とはできない。 



３ 会員証は、原則として再発行等しない。 

（禁止事項） 

第１２条 会員は、活動にあたって、次に掲げる事項を行ってはならない。 

（１）公序良俗に反すること。 

（２）観音倶楽部の名誉を傷つけ、又は信用を失墜すること。 

（３）その他事務局が不適当と認めたもの。 

（退会） 

第１３条 観音倶楽部から退会する者は、別紙退会届（様式２）を提出するものとする。ただし、会員期

間に関わらず入会費および年会費の返金は行わない。 

（会員資格の取消） 

第１４条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を失うものとする。 

（１）会員が本会則に違反したとき。 

（２）会員が死亡したとき又は存続しなくなったとき。 

（３）その他、会員として不適当であると事務局が認めるとき。 

（会員の個人情報） 

第１５条 観音倶楽部は、会員の個人情報を観音倶楽部の管理、運営及び活動のために必要な範囲に限

って収集又は利用するものとする。 

２ 会員から、本人の個人情報の開示、訂正又は削除の請求があった場合は、本人確認を実施の上、遅滞

なくこれに応じることとする。 

（会則の変更） 

第１６条 事務局は、会員の了承を得ることなく、本会則を随時変更することができるものとする。この

場合、事務局は変更後の会則を会員に通知し、以後利用条件は変更後の会則によるものとする。 

（補則） 

第１７条 この会則に定めるもののほか、観音倶楽部の運営に関して必要な事項は、事務局が別に定め

る。 

 

附 則 

 

本会則は、令和３年８月１日から施行する。 

 

   附 則（令和５年４月１日） 

 

本会則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


